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平成 23年 10月 31日 13:00～ 
議事堂２階２０１委員会室 

 
 
１ 三重県議会基本条例の検証に当たって検討すべき課題について 

 
 
 
 
 
 
 
２ その他 

 
 
 
 
 
 
 
  

※ 添付資料 

資料１－１  特定の条例を例えば最高規範等と位置付けることについて 

資料１－２  平成 17年 11月 14日第４回議会基本条例研究会資料 

資料１－３  他の道府県の議会基本条例における当該条例の位置付けや他の条例との

関係等についての関連規定 

資料２－１  いわゆる「議決責任」というものについて 

資料２－２  他の道府県の議会基本条例における議決責任や議決、政策決定等に関す

る規定 

資料３－１  議会基本条例において「政策形成」に関して規定するに当たっての課題 

資料３－２  他の道府県の議会基本条例における政策立案や政策提言、政策形成等に

関する規定 
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一 特定の条例を例えば最高規範等と位置付けることについて 

 

１．条例の成立の要件 

一般には、議会へ提案する権限は、普通地方公共団体の長及び議会の側（議

員及び委員会）の双方がこれを有する。 

また、条例案の議決は他の議案と同様「出席議員の過半数でこれを決する」

とされている。 

 

地方自治法（昭和二十二年四月十七日法律第六十七号） 

第百十二条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、

議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでな

い。 

２ 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一

以上の者の賛成がなければならない。 

第百十六条 この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議

会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。  

２ 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。 

 

なお、この第 116 条第１項における「この法律に特別の定がある場合」とは、

知事が条例を再議に付した場合（第 176 条第３項）や地方公共団体の事務所の

位置の条例について（第４条第３項）などの場合、出席議員の 2/3 以上の者の

同意を要するというものである。 

 

 

 

 

 

 

 

２．法秩序の構成原理 

第３回プロジェクト会議における資料２条例において規定するに当たって

他の法令等との調整等についてで言及したとおり、我が国法令は、憲法を頂点

とする一つの法体系を形成している。 

しかし、多数の法令の中には、制定権者の相違、制定時期の相違等の理由か

ら矛盾や抵触が生じる場合がないとは言い切れない。このような事態を解決し、

法秩序の論理的一体性を確保するためのものとして、次の４つの原理が存在す

るといわれている。 

① 所管事項の原理        ② 形式的効力の原理 

③ 後法優先の原理        ④ 特別法優先の原理 

従って、地方自治法に特別の定がないにも拘わらず、条例で、特定の条例

の改廃に当たって、改正内容に制限を設けたり、条例の提出や採決に当たっ

て特別の要件を設けたりすることは、地方自治法に反する、又は矛盾抵触す

るものとなる可能性がある。 

資料１－１ 
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今回の課題は特定の条例の特別性についてであるので、条例という同じ法形

式の法令相互間に関する③ 後法優先の原理、④ 特別法優先の原理を考慮する

必要がある。 

③ 後法優先の原理 

形式的効力を同じくする法令の規定が相互に矛盾・抵触する内容のものであ

るときには、後から制定された法令の規定が、前に制定された法令の規定に優

先する。 

④ 特別法優先の原理 

形式的効力を同じくする法令相互間において、一般法の規定に対して特例を

定める特別法の規定があるときには、その特別法の対象となっている事項、人、

地域などに関しては、その特別法の規定がまず優先的に適用され、この特別法

の定めと矛盾・抵触しない限度において一般法の規定が適用される。 

なお、基本法と後法優先の原理等との関係については、次のとおり解説され

ている。 

基本法といっても通常の法律と同一の形式の法律であるし、その制定機関や

制定手続も全く同一である。従って、名前が基本法だといっても、その形式的

効力は通常の法律と同じと考えざるを得ない、形式的効力が同一であるならば、

後法優先の原理や特別法優先の原理が当てはまるのは当然である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．国の法律における規定の例について 

国の法律において、当該法律を最高規範等と規定する例は見当たらない。 

また、他の法律や法令の制定や改廃に当たって、当該法律の趣旨を尊重する

ことや、当該法律との整合性を図ることを規定する例もない。既存の法令との

整合性を図ることは、立法の基本原理の一つである法的協調性（法令は、憲法

を頂点とする論理的統一体として相互に矛盾抵触することなく存在していな

ければならない）から、当然の要請であるためと考えられる。 

 

４．三重県議会基本条例の当初立案時における事務局の説明 

資料１－２のとおり。 

 

５．他の道府県の議会基本条例における関連規定 

資料１－３のとおり。 

従って、仮に、三重県議会基本条例と矛盾・抵触する内容の新たな条例が

成立した場合には、後法である新条例が優先し、その限りで前法である三重

県議会基本条例の規定は改廃されたものとなる。 

また、仮に、三重県議会基本条例の規定にも拘わらず、その特例を定める

条例がある場合には、その特例条例の規定がまず優先的に適用される。 
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４．他の道府県の議会基本条例における当該条例の位置付けや他の条例との関係等についての関連規定 

※ H23 年 10 月、議会基本条例が成立している 15 道府県に対して調査を実施 

条例名 最高規範である旨や、他の条例との関係等に関する規定 
質問：「最高規範」等と位置付けることにより、いかなる意義

及び効果を持たせているのか、に対する当該道府県の回答 ※

◎ 最高規範である旨を規定するもの 

北海道議会基本条例 

（平成 21 年条例第 75 号） 

 

 （前文） 

ここに、我々は、道民の負託に全力でこたえていくことを決意し、北海道議会におけるあらゆ

る条例、規則等の基礎となる最高規範として北海道議会基本条例を制定する。 

 （他の条例との関係） 

第 26 条 この条例は、議会の運営に関する基本的事項を定める条例であり、議会における他の

条例、規則等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合性を確保するものと

する。 

道議会の基本理念、議員の職務及び職責を明らかにし、政策

立案や政策提言機能、行政に対する監視・評価機能の強化、よ

り開かれた議会を目指して積極的な情報公開や不断の議会改

革の取組みなど道議会におけるあらゆる条例、規則等の基礎と

なる規範として制定。 

条例の第 26 条において、「この条例は、議会の運営に関する

基本事項を定める条例であり、議会における他の条例、規則等

を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合性

を確保するものとする。」とし、最高規範としての整合性をと

っている。 

福島県議会基本条例 

（平成 20 年福島県条例第 66

号） 

 (目的) 

第１条 この条例は、議会における最高規範として、議会の基本理念及びその実現を図るための

基本となる議会の機能、議会運営の原則、議員活動の原則等を明らかにし、議会が県民の負託

にこたえ、もって県民生活の向上、県勢の伸展及び民主政治の健全な発展に資することを目的

とする。 

議会基本条例は、議会関係諸規程の基本となるもので、ある

程度、普遍性を有し、その原則についての基本的な考え方を定

めるものであるとしております。 

また、本県議会に関する他の条例や規則等の諸規程は、本条

例と整合を図らなければならないとしております。 

石川県議会基本条例 

（平成 22 条例第 29 号） 

 

 （前文） 

ここに、本県議会は、議会における最高規範として、議会の基本理念及び役割を明らかにする

とともに、議会と県民及び知事その他の執行機関との関係を定めることにより、県民の負託にこ

たえるべく、この条例を制定する。 

 (他の条例との関係) 

第 20 条 この条例は、議会に関する基本的な事項を定める条例であり、議会に関する他の条例

等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。 

本県では、議会基本条例前文に、「最高規範」との文言があ

りますが、これはあくまでも、「議会における最高規範」とし

て定めており、議会の運営に関しては、この条例に違反する他

の条例や規則を制定してはならないとの基本的な考え方を明

確にする意義があると思われます。 

制定の過程において詳細な議論はされておりません。 

奈良県議会基本条例 

（平成 22 年奈良県条例第 13

号） 

 

 （前文） 

このため、本県議会は、日本国憲法及び地方自治法の精神にのっとり、県民の代表機関として

その信託にこたえられるよう、議会のあるべき姿を明らかにするとともに、県民に開かれた議会

運営、議会の機能の強化及び議会改革に努め、地方自治の確立に向けて取り組むことを決意し、

議会における最高規範として、この条例を制定する。 

 (他の条例との関係) 

第 23 条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例等

を制定し、又は改廃する場合においては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項と

の整合を図るものとする。 

 

前文は、奈良県議会基本条例が議会に関する他の条例等に対

して、法的な優先的効力を認めたものではありません。同条例

第２３条（他の条例との関係）において他の条例等の制定又は

改廃にあたって議会基本条例の趣旨を尊重することを定め、議

会基本条例に事実上の優越的地位をもたせており、あくまでも

宣言的な意味をもつだけです。 

資料１－３ 
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広島県議会基本条例 

（平成 22 年条例第 45 号） 

 

 （前文） 

ここに、本県議会は、県民の負託にこたえ、県民に信頼される議会を構築するため、議会改革を

さらに推し進めることを誓い、地方分権を先導していく議会の最高規範としてこの条例を制定す

る。 

 （目的） 

第１条 この条例は、広島県議会（以下「議会」という。）における最高規範として、議会の基

本理念を定め、その実現を図るため、議会の役割、広島県議会議員（以下「議員」という。）

の責務、議会運営の原則等を明らかにし、議会が県民の負託にこたえ、もって県民生活の向上、

県勢の伸展及び民主政治の健全な発展に資することを目的とする。 

 （他の条例との関係） 

第 22 条 議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃するに当たっては、この条例の趣旨を尊

重し、この条例に定める事項との整合を図るものとする。 

他の条例に法的に優先するものという位置付けではないが、

広島県議会という機関における最高規範として、本県議会の基

本理念を定め、議会の役割、議員の責務、議会運営の原則等を

明らかにするなど、県民の負託に応え、その信頼を得るため、

本県議会のあるべき姿について体系的に整理したものである。

少なくとも本県議会や議員に関する他の条例や規則等のあ

り方を考える際の拠りどころになるものと考えている。 

高知県議会基本条例 

(平成 21 年条例第 72 号) 

 （前文） 

ここに、本県議会は、日本国憲法及び地方自治法の精神にのっとり、さらなる改革に積極的に

取り組み、真の地方自治の実現に向け全力を尽くすことを決意し、県民生活の向上及び県勢の発

展に寄与するため、議会における最高規範としてこの条例を制定する。 

 (他の条例等との関係) 

第 31 条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例、

規則等を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を十分に尊重しなければならない。 

本県の条例では前文において「最高規範」という語を用いて

いるが、これは議会基本条例の理念を示したものである。 

大分県議会基本条例 

（平成 21 年大分県条例第 32

号） 

 (最高規範性) 

第 19 条 この条例は、議会の最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等を解釈し、又は

制定し、若しくは改廃するに当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項と

の整合を図らなければならない。 

議会基本条例は、形式的には通常の条例として、これに矛盾

する他の条例を無効にする効力を持つものではない（形式的最

高規範性は否定される）が、議会関係条例あるいは規則の解釈

及び運用については、他の条例に別段の規定がない限り、議会

基本条例の規定及び趣旨・目的に沿うように考慮が払わなけれ

ばならないという実質的最高規範性を有すると考えられる。 

そこで、本県議会では、議会基本条例の最高規範性を規定す

ることにより、議会基本条例の実質的最高規範性を明らかにし

た。 

◎ 議会に関する他の条例屋規則を制定又は改廃するに当たって、議会基本条例を尊重することを規定するもの 

宮城県議会基本条例 

（平成21宮城県条例第43号） 

 (他の条例等との関係) 

第 32 条 議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃するに当たっては、この条例の趣旨を尊

重し、この条例に定める事項との整合を図るものとする。 

回答なし 

神奈川県議会基本条例 

（平成 20 年条例第 68 号） 

 （他の条例との関係） 

第 17 条 この条例は、県議会の基本となる事項を定める条例であり、県議会に関する他の条例

を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を十分に尊重しなければならない。 

２ （略） 

本県の議会基本条例では、第 17 条第１項において、「この条

例は、県議会の基本となる事項を定める条例であり、県議会に

関する他の条例を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣

旨を十分に尊重しなければならない。」と定めている。 

これは、前法と後法、一般法と特別法に関する原則を除き、
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条例間に優劣はないが、本条例が議会の基本となる事項を定め

る条例であることから、県議会に関する他の条例を制定し、又

は改廃する際には、本条例の趣旨を十分尊重することを尊重義

務として定めたものである。 

京都府議会基本条例 

（平成 22 年京都府条例第 44

号） 

 （他の条例等との関係） 

第 25 条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例、

規則等を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を十分に尊重しなければならない。 

回答なし 

大阪府議会基本条例 

（平成 21 年大阪府条例第 59

号） 

 (この条例の位置づけ) 

第 17 条 この条例は、議会に関する基本的な事項を定める条例であり、議会についての他の条

例等を制定又は改廃をするときは、この条例の趣旨を十分に尊重しなければならない。 

回答なし 

愛媛県議会基本条例 

（平成 23 年条例第 34 号） 

 （他の条例等との関係） 

第 26 条 議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例の

趣旨を尊重し、この条例との整合を図るものとする。 

回答なし 

鹿児島県議会基本条例 

（平成 22 年条例第 38 号） 

 

 (他の条例等との関係) 

第 27 条 この条例は，議会に関する基本的事項を定める条例であり，議会に関する他の条例，

規則等を制定し，又は改廃するときは，この条例の趣旨を十分に尊重しなければならない。 

特別な位置付けはしていませんが，議会基本条例の第 27 条

に「この条例は，議会に関する基本的事項を定める条例であり，

議会に関する他の条例，規則等を制定し，又は改廃するときは，

この条例の趣旨を十分に尊重しなければならない。」と規定し

ています。 

◎ 議会に関する他の条例屋規則を制定又は改廃するに当たって、議会基本条例との整合を図ることを規定するもの 

岩手県議会基本条例 

（平成 20 年条例第 72 号） 

 （他の条例等との関係） 

第 29 条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例等

を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。 

回答なし 

三重県議会基本条例 

（平成 18 年三重県条例第 83

号） 

 （他の条例との関係） 

第 27 条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例等

を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（趣旨） 

本条は、この条例と他の条例との関係については並列であること、他の条例等の制定、改廃においてはこの条例と整合を図る旨を規定したものである。 

（解説） 

（ア）「基本的事項を定める条例」 

この条例は「基本条例」であるが、議会に関する最高法規の性質を有するものではなく、あくまでも他の条例とは並立・並列の関係である。 

（イ）「議会に関する他の条例等」 

三重県議会委員会条例、三重県政務調査費の交付に関する条例等の条例、三重県議会会議規則及び三重県議会傍聴規則並びにこれらの規程、内規、要領、

申合せ事項等を含むものである。                                  H18.12.26、三重県議会基本条例逐条解説より



 1

各自治体に見られる議会基本条例の最高規範に関する解説 

作成：H23.10.17 

 

 各自治体において、議会基本条例を最高規範と位置づけている解説例 
 

県 名 自治体名 条    文 逐条解説 

福島県  （第 1条） 

 この条例は、議会における最高規範

として、議会の基本理念及びその実現

を図るための基本となる議会の機能、

議会運営の原則、議員活動の原則等を

明らかにし、議会が県民の負託にこた

え、もって県民生活の向上、県勢の伸

展及び民主政治の健全な発展に資す

ることを目的とする。 

本条例は、本県議会に関する諸規程

における最上位規範としての性格を

持つ基本条例である。 

北海道 名寄市 （第 20条） 

 この条例は、議会運営における最高

規範であって、議会はこの条例の趣旨

に反する議会の条例、規則等を制定し

てはならない。 

 この条例がすべてに優先する条例

であることを規定している。 

北海道 豊浦町 （第 18条） 

 この条例は、議会運営における最高

規範であって、議会は、この条例に違

反する議会の条例、規則、規程等を制

定してはならない。 

 議会運営における最高規範である

ことの規定。 

宮城県 登米市 （第 24条） 

 この条例は、議会における最高規範

であって、議会は、この条例の趣旨反

する議会に関係する条例、議会規則、

議会告示等を制定してはならない。 

 この条例は、議会に関する条例等に

対して優位性を有することを規定し

ています。 

長野県 大町市 （第 3条） 

 この条例は、議会における最高規範

であり、議会に関する他の条例等を制

定し、又は改廃するときは、この条例

に定める事項との整合性を図らなけ

ればならない。 

 この条例は、大町市議会における最

高規範であり、議会に関する他の条例

等を制定する際の最も尊重すべき基

準となるものです。 

参 考 
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大阪府 大東市 （第 25条） 

 この条例は、議会における最高規範

であり、議会に関する他の条例、規則

等を制定し、または改廃する場合にお

いては、この条例の趣旨に反映されな

ければならない。 

本条例は、大東市議会における最高規

範であると規定しています。また、議

会における他の条例を制定するとき

は、本条例の趣旨が反映されなければ

ならないと規定しています。 

兵庫県 朝来市 (第 21条) 

 この条例は、議会における最高規範

であって、議会は、この条例の趣旨に

反する議会に関係する他の条例、規

則、告示等を制定してはならない。 

 この条例が、朝来市議会における最

高規範であり、この条例の趣旨に反す

る議会に関係する他の条例、規則、告

示等を制定してはならないことを定

めています。 

広島県 庄原市 （第 19条） 

 この条例は、議会における最高規範

であって、議会は、この条例の趣旨に

反する議会に関係する条例、議会規則

等を制定してはならない。 

 この条例を庄原市議会における最

も基本的な取り決めと位置づけ、議会

に関する条例などを制定する場合な

どは、この条例の趣旨を尊重すること

を定めています。 

 

 上記自治体の逐条解説はインターネットで収集したもの。 
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二 いわゆる「議決責任」というものについて 

 

１．議決責任の意味 

国の法令等において議決責任という用語の立法例はない。法令用語として一

定程度確立された意味を有するものではないので、一般的な言葉の意味から推

察すると、「合議して決定すること又は合議して決定された事柄（議決）に関

し、自分のしたことの結果について責めを負うこと（責任）。」とみられる。 

 

２．パターン分化による考察 

今回は、議会の主要な役割の一つである条例案の可決における具体例を想

定し、誰が、いかなる責任を負うか又は問われるかについて考察する。 

例・ 当該条例案の提出者 

・ 当該条例を可決した議会（議員全員又は賛成した議員） 

・ 可決成立した当該条例を執行する者 

 

成立した条例についての責任を、以下の３パターンに大別してみた。 

① 条例自体の合理性及び条例の目的とその目的達成のための手段との合理

的関連性について 

例：仮に、燃料高騰による経営圧迫の影響を緩和するため、漁業者に補助を行う条例

を制定した場合、なぜ、漁業者のみを補助して農業者、運輸業者等を補助しないの

か（憲法の要請する平等原則との調整）、補助の方法（補助金交付など）として適切

かつ最も効果的か、交付する補助金額又は補助率の妥当性、いつまで補助を継続す

るのか等 

 

② 条例の執行が、間接的な要因となって住民に与える影響について 

例：環境規制の強化や製品の安全性についての厳格化等を内容とする条例が成立し、

適正に施行された場合、仮にその規制が厳しかったため、会社倒産の増加、失業者

の増大、景気の悪化、社会治安の悪化等の社会の弊害が発生した場合など。 

 

③ 条例の執行が、直接の要因となって住民に与える影響について 

例：条例の規定に基づいてある事項を公表したり、一定の行為を命令（営業停止など）

したことが主因となって、特定の者が風評被害を受けたり倒産等に至った場合など。 

 

 

上記の３パターンにおいて、各人の責任の有無や程度を考察してみた。 

① 法律（条例）自体の合理性及び法律（条例）の目的とその目的達成のため

資料２－１ 
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の手段の合理的関連性について 

何のためにこの条例を制定するか、その目的達成のために取る手段として適

当か等の立法目的、法的確性、法的正当性、法的協調性については、条例立案

及び審議において最も重要な事項。 

仮にある条例が成立した場合、その内容が合理的であると（多数決で）議会

で価値判断をしたものであるので、その価値判断について各
．
議員は住民に対す

る説明責任を含めて政治的に責任を負うこととなる。 

この場合、条例案の提出者、賛成した議員の順で重い責任を負う一方、反対

した議員は責任の負いようがないといったように、各
．
議員の責任に差があると

ともに議員全員により構成される議会としての責任は想定しがたい。 

なお、この責任については、知事提出であると、議員提出であると、あるい

は理念条例であると、規制を含む条例であるとを問わない。 

 

② 条例の執行が、間接的な要因となって住民に与える影響について 

仮に社会の弊害が生じた場合、その弊害が、あらかじめ予想できる範囲であ

れ、予想を超える範囲であれ、新聞等世論が議会を責める可能性がないとは言

い切れず、結果的に各
．
議員が政治的に責任を問われる場合はあると考えられる。 

この場合、発生した弊害の内容や程度、条例との関連度等で異なるが、条例

案の提出者、賛成した議員の順で重い責任を負う一方、反対した議員は責任の

負いようがないといったように、各
．
議員の責任に差があるとともに議員全員に

より構成される議会としての責任は想定しがたい。 

なお、同様に、この責任については、知事提出であると、議員提出であると

を問わない。 

 

③ 条例の執行が、直接の要因となって住民に与える影響について 

その公表の方法、命令の内容（営業停止の期間等）については、執行部に判

断する責務があり、その判断の合理性について執行部が責任を負う。 

 

 

３．議決責任を規定するに当たって 

責任とは、県民に対する説明責任や、次回の選挙やリコール運動に繋がる政

治的責任、原状回復や損害賠償の対象となる法的責任、その範囲や深度も各人

によって様々である道義的責任など、極めて多義的である。 

仮に、議会基本条例において議決責任について規定するのであれば、その内

容について十分に議論し、その概念を一定程度共有する必要があると考える。 



４．他の道府県の議会基本条例における議決責任や議決、政策決定等に関する規定 

 

条例名 議決責任や議決、政策等の決定等に関する規定 
質問：賛成者や反対者も含めた議員全員により構成される議会の議決責任とはい

かなる意味と整理しているのか、に対する回答（宮城及び奈良のみ回答有） ※

 

◎ 「議決責任」の文言を使用して、議会運営の在り方について規定している例 

奈良県議会基本条例 

（平成 22 年奈良県条例第 13

号） 

 

 (議会運営の原則) 

第８条 （略） 

２ 議会は、議決責任を深く認識し、公正かつ透明な運営に努めなければ

ならない。 

３～５ （略） 

議会の議決責任とは、自治体の団体意思決定機関として議会の権限や機能に伴

って生じる責任であって、具体的には、執行の前提となる条例や予算などを議決

する責任、どのように執行されているのか監視する責任、執行の結果を評価する

責任などをいいます。 

執行機関は住民監査請求、住民訴訟などによって執行責任が問われるのに比較

して、議決責任に対しては、議員の解職請求、議会の解散請求の制度によって責

任が問われるものと考えます。 

議会の議決が、地方公共団体としての団体意思を確定するもの又は議会という

機関意思を決定するという基本的かつ重要な行為である以上、議会は議決への責

任を認識し、公正かつ透明な運営に努めなければならないと規定したものです。

 

◎ 議決の結果やその効果、機能などを規定している例 

北海道議会基本条例 

（平成 21 年条例第 75 号） 

 

 （議会の使命） 

第３条 議会は、本会議及び委員会での審議をはじめとした多様な議会活動を通じて、道民意思等を道政に反映し、議決により道としての意思を確定するも

のとする。 

福島県議会基本条例 

（平成 20 年福島県条例第 66

号） 

 (議決) 

第３条 議会は、議決により、県の意思を確定するものとする。 

石川県議会基本条例 

（平成 22 条例第 29 号） 

 

 （議会の役割） 

第６条 議会は、次に掲げる役割を担うものとする。 

一 議事機関として、議決により、県の意思決定を行うこと。 

二～六 （略） 

三重県議会基本条例 

（平成 18 年三重県条例第 83

号） 

 （基本方針） 

第３条 議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づいた議会活動を行うものとする。 

一 （略） 

二 議会の本来の機能である政策決定並びに知事等の事務の執行について監視及び評価を行うこと。 

三・四 （略） 

京都府議会基本条例 

（平成 22 年京都府条例第 44

号） 

 （議会の使命） 

第３条 議会は、府民から信託された議員によって構成される府民の代表機関として、府民の意思を的確に把握し、その反映を図りつつ必要な意思決定を行

うことにより、府民福祉の増進及び京都府の発展に取り組むことをその使命とする。 

 

資料２－２ 



広島県議会基本条例 

（平成 22 年条例第 45 号） 

 

（議会の役割） 

第４条 議会は、前条の使命を果たすために、次に掲げる役割を担うものとする。 

一 議事機関として、議決により県の意思決定を行うこと。 

二～六 （略） 

高知県議会基本条例 

(平成 21 年条例第 72 号) 

 (議決) 

第13条 議会は、唯一の議事機関として、議決により県の意思を確定するものとする。 

第14条  

大分県議会基本条例 

（平成 21 年大分県条例第 32

号） 

 (議決) 

第３条 議会は、議決により、県の意思を確定するものとする。 

 

◎ 議会は議決機関である旨（憲法第 93 条第１項）を改めて規定している例 

宮城県議会基本条例 

（平成 21 年宮城県条例第 43

号） 

 （前文） 

また、本県議会は、市町村を包括する広域の自治体の議決機関として、

広く県政全般の課題を把握し、多様な県民の意思の調整を図り、県政に適

切に反映する責務を負っている。その責務を果たしていくためには、議員

同士が議論を重ね、本県議会全体としての政策意思を示していくことはも

とより、開かれた議会運営をより確かなものとし、県民との情報共有を一

層進めていかなければならない。 

・ 検討過程において，「議決機関としての責任を自覚し」との文言があったが，

「議会」は「人格」を有しないため，「責任を自覚し」という表現が適切では

ないとの判断により，文言変更している。 

・ 条例の前文に「・・・議決機関として，広く県政全般の課題を把握し，多様

な県民の意思の調整を図り，県政に適切に反映する責務をおっている。・・・」

と記載があるが，これは，解説によれば，「議会は県政に県民意思を適切に反

映する責務を果たす」趣旨で用いられており，個々の議員の「議決」への責任

とは異なる趣旨と考える。 

長野県議会基本条例 

（平成 21 年条例第 43 号） 

 （基本理念） 

第２条 議会は、県の意思決定を担う議決機関としての責任を自覚し、その権能を最大限に活用して地方分権の時代にふさわしい役割を担い、真の地方自治

の実現を目指すものとする。 
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議会基本条例において「政策形成」に関して規定するに当たっての課題 

Ⅰ 立法の基本原理における立法内容の表現について 

１．表現の正確性 

法令の表現は、何よりもまずその立法内容を正確に表現したものでなければ

ならない。法令はひとたび制定されると立法者の手を離れて「独り歩き」を始

める。従って、法令の立案時には、立法の意図が十分達成されるように、同時

に、思いがけず意に反した結果を招かないよう注意しなければならない。 
このため、用語の明確性及び構成の論理性の２点に配慮する必要がある。 
① 用語の明確性 

法令は、複雑多岐にわたる具体的事象を一定の要件に抽象化したものである。

とはいえ、その表現が漠然とした、あいまいなものであってはならず、できる

限り概念を明確にし、その限界をはっきりさせることに努力する必要がある。 
その際、同一の法令においては、同じ内容を表現するには同じ用語を使い、

異なる内容を表現するには異なる用語を使う。 
もっとも、法令で使われる用語の意味は、原則として日常生活で使われる用

語の意味と同じである。 

 
 
 
 
 
 
 
② 構成の論理性 

法令は、論理的に一貫した内容を持ち、論理的秩序に従った配列をすること

により、その意味内容を明瞭・的確に把握することができる。 
 

２．表現の平易性 

法令が社会生活の規範としてその遵守を要求するものである以上、法令は国

民の理解することのできるものでなければならず、その内容が平易なものでな

ければならない。 
（出典：法令の仕組みと作り方、、ぎょうせい、田島信威編著） 

 

なお、法令条文においては、日常生活ではあまり使われなかったり、使われたとし

ても特にその意味の違いが明確に意識されなかったりする用語が、立法技術の一つと

して法令内容を表現するために、それぞれ特有の意味で使われる場合がある。（例：「又

は」、「若しくは」など）これらは、一般的に法令用語と称される。 

また、例外的に日常用語とあえて区別して違った意味でも用いられるものがある

（例：「善意」、「悪意」） 

資料３－１ 
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Ⅱ 「政策」、「形成」及び「立案」の意味について 

広辞苑等の一般的な辞書に「政策形成」の用語は掲載されていない。 
そのため、ここでは「政策」、「形成」及び「立案」の意味を確認しておく。 
政策：１ 政府・政党などの施政上の方針や方策。 

２ 目的を遂行するための方針・手段。 
形成：一つのまとまったものに作り上げること。形づくること。 
立案：１ 工夫して計画を立てること。案を立てること。 

２ 草案・文案をつくること。 
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Ⅲ 佐々木信夫著書における「政策形成」と「政策立案」 

１．政策について 

国や自治体が行う問題解決の技法。 
公共問題について国・自治体が責任を持って解決しようというのが公共政策

であり、これを略して「政策」と呼んでいる。 
国の場合、法律、予算、政令、各府省の政策指針といった形式で、地方の場

合、条例や予算、マニフェストを頂点とする一連の行政計画という形式をとる。 

 
２．政策過程について 
政策は、形成→実施→評価、そして形成へのフィードバックと一つのサイク

ルを描く。 
この政策プロセスを少し詳しく解説したのが下図であり、 
①課題設定（問題、課題の整理）  ②政策立案（解決方法の設定） 
③政策決定（政策の公式決定）   ④政策実施（細目を定め具体化） 
⑤政策評価（政策の効果判定）        の五つのプロセスからなる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大きく政治と行政を分けると、①と③と⑤の場面は主に政治の役割であり、

②と④の場面は基本的に行政の役割である。さらに今後は②の役割にも政治の

力が期待される。       （出典：地方議員、PHP新書、佐々木信夫著） 

 
３ 政策形成と政策立案について 
同氏のこの著書において、政策形成は、①課題設定、②政策立案及び③政策

決定を包含する漠然とした概念として使用されているとみられる。 

図：政策過程と政治の役割
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Ⅳ 国の法令及び他の道府県の議会基本条例における「政策形成」と「政策立

案及び政策提言」の使用例について 

国において、同一の法令で「政策形成」と「政策立案」とを使い分けている

例はない。 
国の法令で「政策形成」が使用されている例は３例であり、いずれにおいて

も「国（政府）は、○○○○に関する政策形成
．．．．

に民意を反映し、その過程の公

正性及び透明性を確保するため、○○○○するものとする」という規定振りで

使用されている。 
国の法令で「政策立案」が使用されている例は１例であり、国会法第 132 条

第２項において主として議員の政策立案
．．．．

及び立法活動を補佐する秘書（政策担

当秘書）について規定されている。 
法令において、「政策形成」と「政策立案」との概念の相違は、整理されて確

立していないとみられる。 
また、他の道府県の議会基本条例における「政策形成」、「政策立案」、「政策

提言」等の使用例は、資料３－２のとおり。 

 
 
 
 
 
Ⅴ まとめ 

現行の議会基本条例において「政策立案及び政策提言」は、本会議・委員会

での長に対する提言・質疑、議員提出条例の制定、議案の修正・否決、さらに

は決議・意見書による議会意思の表明等行うことを意味する用語として使用さ

れている。    （平成 18年 12月 26日 三重県議会基本条例逐条解説 P15） 
また、「政策決定」については、第３条第２号において、議会本来の機能とし

て規定されており、ここにおける「政策決定」とは、主として、地方自治法第

96 条に基づき、条例案、予算、長期計画案という形で議案として最終的な判断
に供されるものについて、議会が団体として県の意思決定を行うことという意

味で使用されている。 
（平成 18年 12月 26日 三重県議会基本条例逐条解説 P７） 

 
仮に、「政策形成」に関して新たに規定するのであれば、「政策形成」と「政

策立案及び政策提言」との概念の相違（内包外延など）を明確に整理し、委員

会質疑等を通じて丁寧に説明する必要があるとみられる。 
その上で、条例に政策形成について新たに規定する内容（例えば「議員は、

○○○○するため政策形成に積極的に取り組むものとする」など）を検討する

必要があるのではないか。 
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他の道府県の議会基本条例における政策立案や政策提言、政策形成等に関する規定 

 

条例名 政策立案や政策提言、政策形成等に関する規定 

質問：政策形成及び政策立案の意味 

及び両者の関係についての回答 

（回答のあった府県のみ記載）※ 

◎ 一の議会基本条例の中で、政策形成や政策立案、政策提言等を使い分けている例 

北海道議会基本条例 

（平成 21 年条例第 75 号） 

 

 （基本理念） 

第２条 議会は、道民から選出された議員で構成される議決機関であるとともに、知事その他の執行機関（以下「知

事等」という。）を監視し、並びに政策の立案及び政策の提言（以下「政策立案等」という。）をする機関として、

道民の意思及び意見（以下「道民意思等」という。）を道政に反映させるため、公平かつ公正な議論を尽くすと

ともに、北海道にふさわしい真の地方自治の実現を図るため、不断の改革を推進するものとする。 

 （議員の活動） 

第 11 条 議員は、道民生活の向上に資するため、合議制機関である議会を構成する一員として、次に掲げる活動

を行うものとする。 

(１) （略） 

(２) 道の政策形成に関わる調査、企画、立案、提言等を行うこと。 

(３) 道の政策形成に必要な情報収集、道民意思等の調査、住民との意見交換等を行うこと。 

(４)～(９) （略） 

 （政策立案等） 

第 22 条 議会は、議員提案による条例の制定、決議等を通じて、政策立案等を積極的に行うものとする。 

条例では、議会が自ら行う政策の立案や政策を

提言を「政策立案等」としており、執行部が政策

を作成しようとしている状況を政策形成として規

定していると考えられる。 

これら文言を規定するに当たっては、余り問題

となった経緯は無かった。 

岩手県議会基本条例 

（平成 20 年条例第 72 号） 

 （議会の役割及び活動方針） 

第２条 議会は、県民を代表する合議制の機関として、次に掲げる役割を担うものとする。 

(１) 議会に提出された議案の審議及び審査を行うほか、積極的に政策立案及び政策提言に取り組むことによ

り、県の政策を決定すること。 

(２)～(５) （略） 

２ （略） 

 （議員の活動及び活動方針） 

第３条 議員は、県民全体の奉仕者、県民から選挙により選出される代表者及び合議体の構成員として、次に掲げ

る活動を行うものとする。 

(１) 県の政策形成に関わる調査研究、企画、立案及び提言を行うこと。 

(２) 県の政策形成に必要な情報収集、意向調査、住民との意見交換等を行うこと。 

(３)～(６) （略） 

２ （略） 

 （知事等との関係の基本原則） 

第９条 議会は、二元代表制の下、知事等と対等で緊張ある関係を構築し、知事等の事務の執行の監視及び評価並

びに政策立案及び政策提言を通じて、県政の伸展のために活動するものとする。 

２ （略） 

（政策立案及び政策提言） 

第 11 条 議会は、議員発議による条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、積極的に政策立案及び知事等に対

政策立案とは、議員や委員会が自ら政策に関す

る議案を提出すること、また政策提言とは、意見

書の提出や議員による一般質問、委員会における

発言等を通じて議会が政策を提言していくことで

ある。 

政策の形成過程という観点から見て、政策立案

や政策提言を使用しており、政策立案は政策形成

に包含される。 

資料３－２ 
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する政策提言を行うものとする。 

 

宮城県議会基本条例 

（平成 21 年宮城県条例第 43

号） 

 (基本方針) 

第４条 議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づいて議会活動を行うものとする。 

一 （略） 

二 議会に提出された議案の審議及び審査を行うほか、独自の政策立案及び政策提言に取り組むこと。 

三・四 （略） 

 (議会運営の原則) 

第５条 議会は、県の政策の決定、知事等の事務の執行に係る監視及び評価並びに政策立案及び政策提言を行う機

能が十分に発揮できるよう、円滑かつ効率的な議会運営に努めるものとする。 

２～４ （略） 

 (議員の役割) 

第７条 議員は、前条の責務を果たすため、次に掲げる役割を担うものとする。 

一 （略） 

二 県の政策形成にかかわる調査、企画、立案及び提言を行うこと。 

三・四 （略） 

 (政策立案及び政策提言) 

第 18 条 議会は、条例の制定及び改廃、議案の修正並びに決議等を通じて、政策立案及び政策提言を行うものと

する。 

本条例上は，政策形成は県（執行部）が行うも

ので，議員が政策を立案及び提言することを政策

立案及び政策提言と区分している。 

政策立案とは政策を立案すること（条例の制定

など），政策提言とは執行部に立案した政策を提言

することを意味すると考える 

 

京都府議会基本条例 

（平成 22 年京都府条例第 44

号） 

 （議員の活動の原則） 

第６条 議員は、府民の信託にこたえるため、府民の意思及び府政が抱える課題を的確に把握し、積極的に政策の

提案及び提言を行うとともに、府及び議会の情報の積極的な提供に努めなければならない。 

２ （略） 

 （政策の提言及び提案） 

第 13 条 議会は、議員提案による条例の制定等積極的な政策の立案を行うものとする。 

２ 議会は、知事等に対し、審議、決議等を通じて、政策の提言及び提案を行うものとする。 

３ 議会は、議会としての政策の提言及び提案を行ったときは、知事等に対し、その趣旨を尊重するよう求めるも

のとする。 

 （委員会） 

第 17 条 （略） 

２ 常任委員会は、府政の課題、知事等による政策の形成、事務事業の執行の状況等に対応して機動的に開くもの

とする。 

３ （略） 

 （議会の機能の強化） 

第 22 条 （略） 

２ 議会は、知事等の事務事業の執行状況等の点検、監視及び評価並びに政策の立案及び提言に関する機能につい

て、会議における審議の充実を図ること等により、その強化に努めるものとする。 

３ （略） 

 

本府においては、逐条解説等は作成されておら

ず、公式に定義等を示したものは存在していない

ことから、御指摘の文言の意味については、通常

の使用方法等から御理解いただきたい。 

なお、「政策立案」と「政策形成」に関し、本府

の基本条例においては、前者については議会、議

員等による場合に用いられ、後者については知事

等による場合（「知事等による政策の形成・・・の

状況等に対応して」（条例第 17 条第 2項））に用い

られていることを申し添える。 
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◎ 一の議会基本条例の中で、政策立案及び政策提言という用語は使用しているが、政策形成という用語は使用していない例 

福島県議会基本条例 

（平成 20 年福島県条例第 66

号） 

 (政策立案及び政策提言) 

第４条 議会は、議員提案による政策条例の制定、決議等を通じて、独自の政策立案及び政策提言を積極的に行うものとする。 

 (運営の原則) 

第８条 （略） 

２ （略） 

３ 議会は、政策を提言する機能を十分に発揮するため、議会組織の柔軟な活用に努めるものとする。 

４ （略） 

神奈川県議会基本条例 

（平成 20 年条例第 68 号） 

 （県議会の役割） 

第８条 県議会は、前条の使命を果たすために、次に掲げる役割を担うものとする。 

(１) （略） 

(２) 自治立法権の担い手として、政策立案等を行うこと。 

(３)～(５) （略） 

２ （略） 

３ 県議会は、第１項の役割に必要な自らの政策立案機能の充実及び議員の資質の向上に努めるものとする。 

本県の議会基本条例では、「政策（の）形成」と

いう用語を使用していない。 

「政策（の）立案」については、県議会の役割

として、第８条第１項第２号で、「政策立案等を行

うこと」を挙げている。ここでいう「政策立案等」

とは、条例の立案及び政策提言等である。 

石川県議会基本条例 

（平成 22 条例第 29 号） 

 

 (議会と執行機関との関係) 

第３条 議会は、二元代表制の下、知事との立場及び権能の違いを踏まえ、対等かつ緊張ある関係を保持しながら、

知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)の事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言を通

じて、県勢の発展を促すものとする。 

 (議会の役割) 

第６条 議会は、次に掲げる役割を担うものとする。 

一 （略） 

二 議員提案による条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、政策立案及び政策提言を行うこと。 

三～六 （略） 

 (議会改革及び機能強化) 

第 10 条 （略） 

２・３ （略） 

４ 議長は、議会の政策立案機能を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能の強化及

び組織体制の整備に努めるものとする。 

５・６ （略） 

議会基本条例第６条第２号に「政策立案及び政

策提言」との文言がありますが、当県では、主に

「議員提案による条例の制定」や「議案の修正」

を「政策立案」とし、「決議等の（知事等に対する）

議会の意思表明」を「政策提案」としています。 

長野県議会基本条例 

（平成 21 年条例第 43 号） 

 （基本方針） 

第３条 議会は、前条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づき議会活動を行うものとする。 

(１) （略） 

(２) 政策の立案及び提言に関する能力の向上を図り、これらに積極的に取り組むこと。 

(３)・(４) （略） 

 （政策の立案及び提言） 

第 10 条 議会は、議員、常任委員会又は特別委員会の提案による政策に関する条例の制定、知事等の事務の執行

に係る決議等を通じて、政策の立案及び提言を積極的に行うものとする。 

２ （略） 

「政策の立案」とは、議員提出議案又は委員会

提出議案による政策に関する条例の制定（一部改

正条例を含む）、知事提出議案の修正、国に対する

意見書の提出、知事等の事務の執行に係る決議及

び委員会による附帯決議を行う過程において、そ

れらの案をつくることをいう。 



 4

三重県議会基本条例 

（平成 18 年三重県条例第 83

号） 

 （基本方針） 

第３条 議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づいた議会活動を行うものとする。 

一・二 （略） 

三 提出された議案の審議又は審査を行うほか、独自の政策立案や政策提言に取り組むこと。 

四 （略） 

 （議会運営の原則） 

第６条 議会は、本県の基本的な政策決定、知事等の事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言を行う機能が十分発揮できるよう、円滑かつ効率的な運

営に努め、合議制の機関である議会の役割を果たさなければならない。 

２～４ （略） 

 （知事等との関係の基本原則） 

第８条 議会は、二元代表制の下、知事等と常に緊張ある関係を構築し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに政策立案及び政策提言を通じて、県政の発展に取

り組まなければならない。 

２ （略） 

 （政策立案及び政策提言） 

第 10 条 議会は、条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、知事等に対し、積極的に政策立案及び政策提言を行うものとする。 

 （議会の機能の強化） 

第 11 条 議会は、知事等の事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言に関する議会の機能を強化するものとする。 

大阪府議会基本条例 

（平成 21 年大阪府条例第 59

号） 

 (政策立案及び政策提言) 

第 13 条 議会は、議員提案による条例の制定等あらゆる機会を通じ、積極的に政策立案及び政策提言を行うものとする。 

奈良県議会基本条例 

（平成 22 年奈良県条例第 13

号） 

 (政策立案及び政策提言) 

第 15 条 議会は、議案の提出、決議等を通じて、積極的に政策立案及び知事等に対する政策提言を行うものとす

る。 

議会基本条例においては、政策立案や政策提言

についての定義付けはしていませんが、政策立案

は、政策条例の提案、議案の修正を例とし、政策

提言は、意見書・決議、請願の採択、特別委員会

の報告提言を例としています。 

政策形成には、政策の実現に向けたプロセスの

意味があると考えております。 

広島県議会基本条例 

（平成 22 年条例第 45 号） 

 

 （議会の役割） 

第４条 議会は、前条の使命を果たすために、次に掲げる役割を担うものとする。 

一・二 （略） 

三 議員提案による条例の制定、決議等を通じて、独自の政策の立案及び提言を行うこと。 

四～六 （略） 

用語について、特に整理したものはありません。

高知県議会基本条例 

(平成 21 年条例第 72 号) 

 (基本理念及び方針) 

第２条 （略） 

２ 議会は、前項に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる方針に基づき活動するものとする。 

(1) 提出された議案の審議、審査等を行うほか、政策立案及び政策提言に積極的に取り組むことにより、県の政策を決定すること。 

(2)～(4) （略） 

 (議員間討議) 

第 10 条 議員は、積極的に議員相互間の討議を行うことにより、論点及び争点を明確にするとともに、政策立案、政策提言等を推進するものとする。 
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 (機能強化) 

第 15 条 議会は、知事等の事務執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言に関する議会の機能を強化するものとする。 

 (政策立案及び政策提言) 

第 25 条 議会は、議員提案による条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、知事等に対し、積極的に政策立案及び政策提言を行うものとする。 

大分県議会基本条例 

（平成 21 年大分県条例第 32

号） 

 (政策立案及び政策提言) 

第４条 議会は、議員提案による条例の制定、決議等を通じて、独自の政策立案及び政策提言を積極的に行うものとする。 

 (運営の原則) 

第８条 （略） 

２・３ （略） 

４ 議会は、政策を提言する機能を十分に発揮するため、議会組織の柔軟な活用に努めるものとする。 

５ （略） 

鹿児島県議会基本条例 

（平成 22 年条例第 38 号） 

 (議員間の討議) 

第 12 条 議員は，委員会をはじめとする会議において積極的な議員間の討議に努め，論点及び争点を明確にする

とともに，合意形成を図り，政策立案，政策提言等を行うものとする。 

(政策立案及び政策提言) 

第 24 条 議会は，議員提案による条例の制定，決議等を通じて，積極的に政策立案及び政策提言を行うものとす

る。 

「政策立案」や「政策提言」を用いていますが，

用語の意味について特段整理したものはありませ

ん。 

 


